
〇
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
八
号 

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十

八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す

る
法
律
第
十
条
の
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
公
的
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

内
閣
総
理
大
臣 

岸
田 

文
雄 

 

石
川
県
地
域
福
祉
推
進
支
援
臨
時
特
例
給
付
金
（
令
和
六
年
一
月
一
日
に
発
生
し
た
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害

に
よ
り
住
宅
に
被
害
を
受
け
た
世
帯
（
以
下
「
被
災
世
帯
」
と
い
う
。
）
の
住
宅
の
再
建
の
支
援
等
の
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る

給
付
金
で
あ
っ
て
、
被
災
世
帯
に
必
要
な
支
援
を
確
保
し
、
当
該
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生

を
図
り
、
当
該
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
、
石
川
県
か
ら
、
令
和
六
年
三
月
一
日
に
閣
議
に
お

い
て
決
定
さ
れ
た
令
和
五
年
度
一
般
会
計
予
備
費
の
使
用
に
基
づ
く
地
域
福
祉
推
進
支
援
臨
時
特
例
交
付
金
を
主
た
る
財
源
と

し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
） 

 
 

 

附 
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こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。 


